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   議案第６５号 南相馬市東日本大震災等による被災者に対する市 

税等の減免に関する条例に対する修正動議 

 

 

 上記の動議を、地方自治法第１１５条の２及び南相馬市議会会議規則第１７

条の規定により別紙の修正案を添えて提出いたします。



 

  議案第６５ 号  南相馬市東日 本 大震災等による 被 災者に  

対 する市税等の 減免に関する条 例 制定に対する修 正 動議  

 

 南相馬市東日 本 大震災等による 被 災者に対する市 税 等の減免に関

する条例の一部 を 次のように修正 す る。  

⑴  次の表中、 修正前の欄の下 線 又は太枠で表示 さ れた部分（以

下「修正部分」 という 。） を、 修 正後の欄の修正 部 分に改める。 

⑵  次の表中、 修正後の欄にの み 修正部分がある と きは、当該修

正 後の欄の修正 部分を加える。 

 

     修  正  後       修  正  前  

第 １ 条 ・ 第 ２ 条 【 略 】  

 

（ 市 民 税 の 減 免 ）  

第 ３ 条  【 略 】  

２ ・ ３  【 略 】  

４  市 長 は 、 原 子 力 災 害 に 伴 い 、

原 子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平

成 １ １ 年 法 律 第 １ ５ ６ 号 。 以 下

「 特 別 措 置 法 」 と い う 。） 第 １

５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 避 難 の

た め の 立 退 き に 係 る 内 閣 総 理 大

臣 の 指 示 の 対 象 地 域 で あ る た

め 、 避 難 を 行 っ て い る 世 帯 の 個

人 市 民 税 の 全 額 を 免 除 す る 。  

５  【 略 】  

６  第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 に

よ る 個 人 市 民 税 の 減 免 に つ い て 、 

２ 以 上 の 規 定 に 該 当 す る と き

は 、 最 も 減 免 の 割 合 の 大 き い も

の を 適 用 す る 。 

 

（ 軽 自 動 車 税 の 減 免 ）  

第 １ 条 ・ 第 ２ 条 【 略 】  

 

（ 市 民 税 の 減 免 ）  

第 ３ 条  【 略 】  

２ ・ ３  【 略 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  【 略 】  

５  第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で の 規 定 に

よ る 個 人 市 民 税 の 減 免 に つ い て 、 

２ 以 上 の 規 定 に 該 当 す る と き

は 、 最 も 減 免 の 割 合 の 大 き い も

の を 適 用 す る 。 

 

（ 軽 自 動 車 税 の 減 免 ）  



 

第 ５ 条  市 長 は 、 減 免 申 請 日 を 基

準 と し て 原 子 力 災 害 に 伴 い 、 特

別 措 置 法 第 １ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定

に よ る 避 難 の た め の 立 退 き に 係

る 内 閣 総 理 大 臣 の 指 示 の 対 象 地

域 内 に 放 置 さ れ た 原 動 機 付 自 転

車 、 軽 自 動 車 、 小 型 特 殊 自 動 車

及 び ２ 輪 の 小 型 自 動 車 に 係 る 軽

自 動 車 税 の 全 額 を 免 除 す る 。  

 

第 ５ 条  市 長 は 、 減 免 申 請 日 を 基

準 と し て 原 子 力 災 害 に 伴 い 、 原

子 力 災 害 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成

１ １ 年 法 律 第 １ ５ ６ 号 。 以 下

「 特 別 措 置 法 」 と い う 。） 第 １

５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 避 難 の

た め の 立 退 き に 係 る 内 閣 総 理 大

臣 の 指 示 の 対 象 地 域 内 に 放 置 さ

れ た 原 動 機 付 自 転 車 、 軽 自 動

車 、 小 型 特 殊 自 動 車 及 び ２ 輪 の

小 型 自 動 車 に 係 る 軽 自 動 車 税 の

全 額 を 免 除 す る 。  

 

 

 


